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いじめの重大事態について
北九州市教育委員会

１．いじめの重大事態とは
≪いじめ防止対策推進法２８条１項に規定≫

○ 生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い
※ 例︓児童生徒が⾃殺を図った場合

身体に重大な傷害を負った場合 等

○ 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い
※ 「相当の期間」とは年間３０⽇を⽬安

≪いじめ防止等のための基本的な方針≫

○「いじめにより重大な被害が生じた」という申⽴て
重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。



２．いじめ問題専門委員会
（第三者調査委員会）の概要
【設 置 法 令】いじめ防止対策推進法１４条３項
【設 置 根 拠】北九州市いじめ問題専門委員会条例
【設置年⽉⽇】平成２６年６⽉設置
【選任の方法】各職能団体等より推薦をもらって選任
【委 員 定 数】６名以内
【 組 織 】学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者

のうちから 教育委員会が任命する
※ 医師・弁護⼠・臨床心理⼠・学識経験者・保護者代表

３．令和３年度いじめ重大事態の概要

○ 北九州市内の⼩学校で重大事態が発生

○ ⼩学校低学年児童の保護者から、
「同級生より暴⾔・暴⾏を受けた」との訴え

○ 被害児童の保護者より
「いじめの重大事態にあたるのではないか」という申⽴て

○ 第三者調査委員会が調査審議中



４．いじめの重大事態への対応

○ 何があったのか知りたいという思いを理解し、
対応に当たる。

○ 調査内容・結果について、適切に説明を⾏う。

○ いじめ防止等の体制を⾒直す姿勢をもつ。


